
【本計画での指標の取り扱い】

○福島県の教育の動向を示すものとして、計画期間中、継続的に数値を公表することが可能
なものを指標として記載する。

【指標に関する留意点】
○教育の成果については、数値化することが極めて困難なものが多数存在している。
・教育の目標と言われているＷｅｌｌ－ｂｅｉｎｇについては、多義的な要素を含んでいる。
・新学習指導要領に示されている３つの資質・能力のうち「学びに向かう力、人間性等」の中には、観点別評価や評定が馴染まず、個人内
評価（一人一人のよい点や可能性、進歩状況についての評価）をすることとされているものもある。（２ページ参照）

○教育の成果と手段については相関関係が示されている事柄は増えているが、因果関係につ
いては更なる検証が必要なものも多い。（３ページ以降参照）
また、教育施策を実施した後、成果がでるまでには一定の時間がかかる。
○調査に当たっての負担についても考慮することが必要。
・財政負担はもとより、現場の事務作業の負担を考慮することが必要。多忙化解消アクションプランⅡ（令和３年２月５日福島県教育委員
会）でも、働き方改革の観点から「調査・統計等の整理」を行うこととしている。

【計画の進行管理】

○上記の留意点を考慮し、毎年度の計画の進行管理に当たっては、本計画に記載した指標を
参考としつつ、
・今後新たに実施された調査や単発で実施された調査
・当該時点での施策の進捗状況や卓越している取組等の定性的な内容
等の定量的・定性的な事柄を総合して点検・評価を行う。

○なお、指標の数値について一定の改善がなされた場合に、その結果として、望ましい教育が
実現されたかという観点についても総合的に捉えて点検・評価していくことが必要。
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・観点別学習状況の評価や評定に
は示しきれない児童生徒一人一
人のよい点や可能性，進歩の状
況について評価するもの。

個人内評価

・観点ごとに評価し，
生徒の学習状況を分析
的に捉えるもの

・観点ごとにＡＢＣの
３段階で評価

評 定

・観点別学習状況の評価の結果を総括するもの。

・５段階で評価（小学校は３段階。小学校低学年は行わない）

・各教科における評価は，学習指導要領に示す各教科の目標や内容に照らして学習状況を評価するもの（目標準拠評価）

・したがって，目標準拠評価は，集団内での相対的な位置付けを評価するいわゆる相対評価とは異なる。

知識及び技能
思考力，判断力，
表現力等

学びに向かう力，
人間性等

学習指導要領に

示す目標や内容

知識・技能
思考・判断・
表現

観点別学習状況

評価の各観点

主体的に学習に
取り組む態度

感性，思いやり
など

参考：新学習指導要領における評価の取り扱い

文部科学省資料より
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参考：学力と学び方の関係

埼玉県教育委員会による慶應義塾大学SFC研究所への
委託により分かってきたこと

平成３１年度（令和元年度）ふくしま学力調査分析報告書より

学習方略……児童生徒が学習効果を高めるために意図的に行う活動。
柔軟的方略、プランニング方略、作業方略、人的リソース方略、認知的方略、努力調整方略。

非認知能力……自制心、自己効力感、勤勉性、やり抜く力等。



参考：学力とＳＥＳの関係
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教育再生実行会議「全ての子供たちの能力を伸ばし可能性を開花させる教育へ（第九次提言）」（平成２８年５月２０日）参考資料より



5平成29年度小・中学校新教育課程説明会（中央説明会）における文科省説明資料より

参考：学力とＳＥＳの関係
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参考：学力とＳＥＳの関係

平成29年度小・中学校新教育課程説明会（中央説明会）における文科省説明資料より
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参考：学力とＳＥＳの関係

平成29年度小・中学校新教育課程説明会（中央説明会）における文科省説明資料より
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教育再生実行会議「自己肯定感を高め、自らの手で未来を切り拓く子供を育む教育の実現に向けた、学校、家庭、地域の教育力の向上（第十次提言）」（平成29年６月１日）参考資料より

参考：自己肯定感と学力の関係
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教育再生実行会議「自己肯定感を高め、自らの手で未来を切り拓く子供を育む教育の実現に向けた、学校、家庭、地域の教育力の向上（第十次提言）」（平成29年６月１日）参考資料より

参考：自己肯定感とその他の要素の関係


